
資格確認書交付の流れ（国保） （2025.6 剣淵町住民課作成）

現在お持ちの保険証の有効期限は、令和７年７月３１日に満了となります。
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国が示す通知（令和６年11月22日時点）に基づいて作成してるため、今後、変更になる場合があります。

マイナンバーカードを
持っている

マイナ保険証として利用
したい

窓口でマイナンバーカードの申請
が必要です。写真撮影（無料）も
行っています。
※土日・祝日を除く午前９時～午後４時

(手続が
必要)

 はい

 いいえ
現在お持ちの保険証の有効期限が
切れる前に、自動的に資格確認書
が郵送されます。

マイナンバーカードの
保険証利用登録をしてい
る

マイナ保険証として利用
したい

※保険証利用登録の状況を確認し
　たい場合は、「はい」に進んで
　ください

 はい

保険証利用の申込支援や登録状況
確認は、窓口で受け付けています｡
※マイナンバーカードと暗証番号（４桁）
　が必要です

(手続が
必要)

マイナンバーカードを
紛失又は破損等した

マイナンバーカードの
再発行を行いたい

窓口で再発行の手続後、申出によ
り、マイナンバーカードが再交付
されるまでの間の資格確認書を交
付します。

(手続が
必要)

マイナンバーカードの
有効期限が切れている

窓口での申請により、資格確認書
を交付します。次回更新時から
は、自動的に資格確認書が郵送さ
れます。

(手続が
必要)

 ※マイナ保険証は、マイ
 　ナンバーカード又は電
 　子証明書の有効期限満
 　了月から３か月後の月
 　末を過ぎると使用でき
 　なくなります

マイナンバーカードの
電子証明書の有効期限が
切れている

マイナンバーカードの
電子証明書を更新したい

※マイナンバーカードの電子証明
　書の有効期限は、発行日から５
　回目の誕生日までです

(手続が必要)

 いいえ

窓口でマイナンバーカードの電子
証明書の更新手続を行います。
※マイナンバーカードを持参してください(手続が

必要)

マイナンバーカードを
返納したい

窓口で返納手続後、資格確認書を
交付します。次回更新時からは、
自動的に資格確認書が郵送されま
す。

マイナ保険証の利用登録
を解除したい

窓口で登録解除申請の手続後、資
格確認書を交付します。次回更新
時からは、自動的に資格確認書が
郵送されます。

要介護の高齢者や障がい
をお持ちの方などで、
マイナ保険証の利用が困
難である

申請により、資格確認書を交付し
ます。次回更新時からは、自動的
に資格確認書が郵送されます。

※介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認
　を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受
　診が困難な場合、本人の申請により資格確認書を
　交付することができます

「資格確認書」は交付されません。現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前（７月下旬頃）に
補助的な文書の「資格情報のお知らせ」が郵送されます。停電時など、医療機関でマイナ保険証
が使えないときに、マイナ保険証と一緒に提示してください。


